
 

 

議案第７号 

 

   大口町職員の給与に関する条例の一部改正について 

 

 大口町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例を別紙のように定めるもの

とする。 

 

  平成２３年３月３日提出 

 

大 口 町 長  森     進 

 

 （提案理由） 

 この案を提出するのは、結核性疾患に係る病気休暇の特例的上限期間を廃止する

こと、職務の級に基づく職務の名称を整理すること等に伴い、この条例の一部を改

正するため必要があるからである。 

 



 

 

   大口町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例 

 

大口町職員の給与に関する条例（昭和３６年大口村条例第４号）の一部を次のよ

うに改正する。 

第２４条第２項中「（結核性疾患による場合にあっては、１年）」を削り、同項の

次に次の１項を加える。 

３ 前項に規定するもののほか、同項の勤務しない期間の範囲、給料の計算その他

同項の規定による給与の減額に関し必要な事項は、町長が規則で定める。 

別表第４中「主事、主事補」を「主事補」に改め、「高度な知識又は経験を必要と

する」及び「、係長」を削る。 

附 則 

１ この条例は、平成２３年４月１日から施行する。 

２ この条例の施行の日前から引き続き結核性疾患に係る療養のための病気休暇に

より勤務しない職員に対する改正後の大口町職員の給与に関する条例第２４条第

２項の規定の適用については、同項中「９０日」とあるのは、「９０日（結核性疾

患による場合にあつては、１年）」とする。 
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大口町職員の給与に関する条例の一部改正新旧対照表 

新 旧 

（給与の減額） 
第２４条 略 
２ 職員が負傷（公務上の負傷及び通勤（地方

公務員災害補償法（昭和４２年法律第１２１

号）第２条第２項に規定する通勤をいう。以

下この項及び第２６条において同じ。）による

負傷を除く。）若しくは疾病（公務上の疾病及

び通勤による疾病を除く。）に係る療養のため

の病気休暇の開始の日から起算して９０日を

超えて引き続き勤務しないときは、前項の規

定にかかわらず、そのこえる期間につき、給

料の月額及びこれに対する地域手当の月額の

合計額に１００分の５０を乗じて得た額を減

額する。 
 
３ 前項に規定するもののほか、同項の勤務し

ない期間の範囲、給料の計算その他同項の規

定による給与の減額に関し必要な事項は、町

長が規則で定める。 
 
別表第４ 級別職務分類表（第５条関係） 
１ 行政職給料表（一）級別職務分類表 

職務の級 職務の名称

１級 主事補の職務

２級 主事の職務 

３級 主任の職務 

４級 主査の職務 

５級 課長補佐の職務

６級 課長、主幹の職務

７級 部長、参事の職務

 
 

（給与の減額） 
第２４条 略 
２ 職員が負傷（公務上の負傷及び通勤（地方

公務員災害補償法（昭和４２年法律第１２１

号）第２条第２項に規定する通勤をいう。以

下この項及び第２６条において同じ。）による

負傷を除く。）若しくは疾病（公務上の疾病及

び通勤による疾病を除く。）に係る療養のため

の病気休暇の開始の日から起算して９０日

（結核性疾患による場合にあっては、１年）

を超えて引き続き勤務しないときは、前項の

規定にかかわらず、そのこえる期間につき、

給料の月額及びこれに対する地域手当の月額

の合計額に１００分の５０を乗じて得た額を

減額する。 
 
 
 
 
 
別表第４ 級別職務分類表（第５条関係） 
１ 行政職給料表（一）級別職務分類表 

職務の級 職務の名称

１級 主事、主事補の職務

２級 高度な知識又は経験
を必要とする主事の
職務

３級 主任の職務

４級 主査、係長の職務

５級 課長補佐の職務

６級 課長、主幹の職務

７級 部長、参事の職務
 

 

-2-



 

 

新 旧 

２ 行政職給料表（二）級別職務分類表 
職務の級 職務の名称

１級 定例的な技能及び労
務を行う業務

２級 技能又は経験を必要
とする業務 

３級 相当の技能又は経験
を必要とする業務

４級 主査の職務 
 

２ 行政職給料表（二）級別職務分類表 
職務の級 職務の名称

１級 定例的な技能及び労
務を行う業務

２級 技能又は経験を必要
とする業務

３級 相当の技能又は経験
を必要とする業務

４級 主査、係長の職務
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